
別記

　100㎡以内

　100㎡を超え200㎡以内

　200㎡を超え300㎡以内

　300㎡を超え500㎡以内

　500㎡を超え1,000㎡以内

　1,000㎡を超え2,000㎡以内

　2,000㎡を超え5,000㎡以内

　5,000㎡を超え10,000㎡以内

　100㎡以内

　100㎡を超え200㎡以内

　200㎡を超え300㎡以内

　300㎡を超え500㎡以内

　500㎡を超え1,000㎡以内

　1,000㎡を超え2,000㎡以内

　2,000㎡を超え5,000㎡以内

　5,000㎡を超え10,000㎡以内

　煙　突  (高さ６ｍ超)

　柱　等  (高さ１５ｍ超)

　広告塔  (高さ４ｍ超)

  高架水槽  (高さ 8ｍ超)

　擁　壁  (高さ２ｍ超)

　ホ－ムエレベ－タ－

 上記以外のエレベーター

　エスカレーター（1階1機毎）

　申請１件につき
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100,000

110,000

8,000

10,000

120,000

12,000

20,000

50,00079,000

構造計算なし

217,000

228,000

構造計算加算　※３

右記以外 ル－ト２審査

28,000

55,000

35,000

58,000

79,000

30,000

型式認定

9,000

14,000

23,000

31,000

40,000

18,000

23,000

30,000

45,000

60,000

158,000

16,000

7,000 10,000

7,000 10,000

11,000

14,000

7,000 10,000

8,000

187,000

196,000

82,00082,000

14,000

完了検査申請
手数料

187,000

13,000

48,000

62,000

114,000137,000

143,000 196,000

60,000

62,000

114,000

142,000

120,000

13,000

20,000

26,000

37,000

45,000

65,000

142,000

【　工作物・建築設備　確認・完了検査申請手数料　】　（別表３）

仮使用認定申請手数料

20,000

28,000

48,000

16,000

18,000

18,000

　※建築物省エネ法の規定に基づく省エネ基準適合判定を受けた建築物の完了検査申請手数料は、上記手数料の１．3倍とします。（千円未満切り捨て）

13,000

15,000

26,000

25,000

36,000

60,000

18,000

26,000

35,000

45,000

20,000

11,000

16,000

13,000

型式認定

18,000

40,000

　　 ２種　※2

15,000

１種・２種 型式認定

13,000

217,000

58,000

23,000

28,000

      １種　※2       ２種　※2

166,000 228,000

　　　　建築物については、１００㎡を超える建築物の床面積と合計した床面積の欄の手数料とします。

　※3　構造計算加算の場合において、構造上別棟扱いとなる建築物は、その別棟扱いの部分毎の床面積の欄の手数料とします。

完了検査申請手数料 中間検査申請手数料

60,000

建築確認申請手数料

　　【　建築物　確認申請手数料　】　（別表１）　（平成３０年４月１日改定）

床面積　※1

　※1　一件の申請のなかに複数の申請建築物がある場合で、床面積が100㎡を超える建築物はその床面積の欄の手数料とし、１００㎡以下の

　　　　床面積の欄の手数料を合計した手数料のいずれか少ない方とし、構造計算加算については１棟分の床面積の欄の手数料とします。

　   　　（計画変更の場合の手数料に係る床面積の算定は、確認検査手数料規程第４条に定めているとおりです。）

32,000

22,000

【　仮使用認定申請手数料　】　（別表４）

24,000

18,000

確認申請手数料 計画変更確認申請手数料

構造計算なし 構造計算なし 構造計算あり

14,000

13,000

18,000

18,000

18,000

20,000

20,000

13,000

12,000

7,000

8,000 11,000

7,000

15,000

13,000

種類等
構造計算あり

11,000

      １種　※2

　※2　１種とは居室を有しない簡易な建築物 (倉庫・車庫・畜舎　など)、 ２種とは１種以外の建築物をいいます。（別表２において同じ）

　　【　建築物　完了検査・中間検査申請手数料　】　（別表２）

検査対象床面積の合計

　　　　また、申請建築物のなかに同一のものがある場合は、それらの床面積を合計した床面積の欄の手数料、またはそれぞれの建築物の


